
平成23年６月15日号7

●
職
種
・
人
員　

消
防
吏
員　

6
名
程
度

●
受
験
資
格　

昭
和
62
年
４
月
２
日
か
ら

　

平
成
６
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
、

　

高
等
学
校
卒
業
程
度
以
上
の
学
力
を
有

　

す
る
方
(平
成
24
年
３
月
卒
業
見
込
み

　

の
方
を
含
む
）で
、
採
用
時
に
大
田
原

　

地
区
広
域
消
防
組
合
管
内
に
居
住
で
き

　

る
方
。

※
大
田
原
地
区
広
域
消
防
組
合
管
内
と
は
、

　

大
田
原
市
・
那
須
塩
原
市
(旧
西
那
須

　

野
町
・
旧
塩
原
町
）。

●
応
募
資
格
の
な
い
方

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

・
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
方

・
成
年
被
後
見
人
ま
た
は
被
保
佐
人

・
禁
固
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執

　

行
を
終
わ
る
ま
で
、
ま
た
は
そ
の
執
行

　

を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
方

・
日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
降
に
お
い
て
、

　

日
本
国
憲
法
ま
た
は
そ
の
下
に
成
立
し

　

た
政
府
を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
主

　

張
す
る
政
党
そ
の
他
の
団
体
を
結
成
し
、

　

ま
た
は
こ
れ
に
加
入
し
た
方

●
試
験
の
期
日
・
場
所
・
内
容

○
第
１
次
試
験

・
日
時　

９
月
18
日
(日
）

　

午
前
９
時
10
分
〜
午
後
０
時
５
分

・
場
所　

栃
木
県
立
大
田
原
高
等
学
校

・
試
験
内
容　

教
養
試
験
・
消
防
適
性
検
査

○
第
２
次
試
験

・
期
日　

10
月
下
旬
ご
ろ
予
定

・
試
験
内
容　

記
述
試
験
・
口
述
試
験
・

　

体
力
測
定

※
詳
細
は
第
１
次
試
験
合
格
者
に
通
知
。

●
最
終
合
格
発
表　

11
月
上
旬
予
定

●
採
用
予
定　

平
成
24
年
４
月
１
日

●
給　

与　

給
料
・
各
種
手
当
は
、
組
合

　

規
定
に
よ
り
決
定
。

●
試
験
の
関
係
書
類

・
試
験
案
内
・
申
込
用
紙
は
、
大
田
原
地

　

区
広
域
消
防
組
合
消
防
本
部
、
西
那
須

　

野
分
署
、
黒
羽
分
署
、
塩
原
分
署
、
湯

　

津
上
分
署
で
配
布
。

・
大
田
原
地
区
広
域
消
防
組
合
の
ホ
ー
ム

　

ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
。

・
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表

　

に「
採
用
試
験
申
込
用
紙
請
求
」と
朱

　

書
き
し
、
80
円
切
手
を
貼
っ
た
宛
先
明

　

記
の
返
信
用
封
筒
(長
形
３
号
）を
同
封
。

●
試
験
申
込
方
法　
「
採
用
試
験
申
込
書
」

　
「
履
歴
書
」「
受
験
票
」に
必
要
事
項
を
記

　

入
し
、
写
真
を
貼
付
の
う
え
、
大
田
原

　

地
区
広
域
消
防
組
合
ま
で
持
参
ま
た
は

　

郵
送
。

●
試
験
申
込
の
受
付
期
間

・
７
月
１
日
(金
）か
ら
７
月
29
日
(金
）ま

　

で
の
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
午
前
８
時

　

30
分
か
ら
午
後
５
時
15
分
ま
で
。
郵
送

　

の
場
合
は
７
月
29
日
(金
）ま
で
の
消
印

　

有
効
。

・
郵
送
の
場
合
は
、
書
留
郵
便
で
封
筒
の

　

表
に「
採
用
試
験
申
込
」と
朱
書
き
し
、

　

80
円
切
手
を
貼
っ
た
宛
先
明
記
の
返
信

　

用
封
筒
を
必
ず
同
封
の
う
え
、
確
実
な

　

方
法
で
送
付
く
だ
さ
い
。

■
請
求
・
申
込
受
付
・
問
い
合
わ
せ

　

大
田
原
地
区
広
域
消
防
組
合
消
防
本
部

　

総
務
課
庶
務
人
事
係

　
　

〒
３
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大
田
原
市
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市
で
は
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
住
家
な

ど
が
損
壊
し
、「
り
災
証
明
願
」を
申
請

さ
れ
た
方
に
、
家
屋
の
損
壊
度
合
い
を
証

明
す
る「
り
災
証
明
」を
発
行
し
て
い
ま
す
。

　

り
災
証
明
の
発
行
に
あ
た
っ
て
は
、
損

壊
し
た
家
屋
に
つ
い
て
内
閣
府
が
定
め
た

「
運
用
指
針
」
を
基
に
写
真
判
定
や
現
地

調
査
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

　

今
回
の
震
災
で
は
地
盤
の
液
状
化
な
ど

に
よ
る
被
害
認
定
が
各
地
で
課
題
と
な
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
運
用
指
針
の
被
害
認

定
基
準
の
一
部
が
見
直
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
た
め
、
基
準
の
見
直
し
に
あ
わ
せ

次
の
条
件
に
該
当
す
る
住
家(

居
住
す
る

た
め
の
家
屋)

に
つ
い
て
再
度
調
査
を
実

施
し
ま
す
の
で
、
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る

方
は
、
７
月
29
日(

金)

ま
で
に
税
務
課
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

基
礎
・
柱
の
傾
斜
な
ど
を
再
調
査
の
う

え
、
あ
ら
た
め
て
被
害
認
定
を
行
い
ま
す
。

●
見
直
さ
れ
た
内
容

　

次
の
①
ま
た
は
②
に
該
当
す
る
場
合
、

　

柱
の
傾
斜
や
基
礎
の
沈
下
等
の
程
度
に

　

応
じ
、
家
屋
の
被
害
認
定
の
見
直
し
を

　

行
い
ま
す
。

①
地
盤
の
液
状
化
な
ど
に
よ
り
基
礎
か
ら

　

柱
が
一
体
的
に
傾
い
て
い
る
。(

不
同

　

沈
下)

②
地
盤
の
液
状
化
な
ど
に
よ
り
基
礎
が
地

　

盤
に
潜
り
込
ん
で
い
る
。(

潜
り
込
み)

※

調
査
の
結
果
、
被
害
認
定
の
内
容
が
変

　

わ
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課
資
産
税
係

　
　
　

(

２
３)

８
７
２
６

　

東
日
本
大
震
災
で
被
害
に
あ
っ
た
農
地
・

農
業
用
施
設
の
災
害
復
旧
費
用
を
補
助
し

ま
す
。
詳
し
く
は
農
林
整
備
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
対　

象　

工
事
費
10
万
円
以
上　

原
形

　

復
旧
が
対
象

●
補
助
率　

工
事
費
の
50
％(

上
限
20
万
円)

●
申
請
期
限　

7
月
15
日(

金)

ま
で

■
問
い
合
わ
せ

　

農
林
整
備
課
農
村
整
備
係

　
　
　

(

２
３)

８
１
２
６

平
成
23
年
度

大
田
原
地
区
広
域
消
防
組
合

消
防
職
員
採
用
試
験

農
地
・
農
業
用
施
設
の
災
害
復

旧
に
つ
い
て

「
り
災
調
査
」の
認
定
基
準
が

一
部
見
直
さ
れ
ま
し
た

【従来の基準】

【新たに追加(見直し)された基準】

 

 
 

 

・柱のみが傾斜

①基礎から一体的に
　傾斜

②滑り込み

基　礎
地　盤

基　礎
地盤

基　礎
地盤

総　　合


